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モ

ル

デ
ィ

ヴ

の

仏
教
に

つ

い

て

　

ー
カ

ー

シ

ド

ウ

島

ー

原

隆
　
政

　

現
在
モ

ル

デ
ィ

ヴ

仏
教
に

関
す
る

情
報
は

少
な

い
。

イ
ギ
リ
ス

人
ベ

ル

が
一

九
二

〇
年
に

仏
跡
を

発
掘
し

て

以
来、

仏
教
の

存
在
は
確
認
さ
れ

て

い

る
。

以
降
何
入
か

の

調
査
が

入
っ

た
が
、

遺

跡
と

文
献
と

を
照

合
し
て

の

総
合
的
情
報
は

無
い

と

言
っ

て

良
い

。

現

在
モ

ル

デ
ィ

ヴ
と

い

う

国
の

エ

リ
ア
が
、

国
家
と

し

て

成
立
し

た
の

は

比
較

的
最
近
の

こ

と

と

推

測
で

き

る
。

す

な
わ

ち

西
洋
の

国
家
と

い

う
概
念
に

当
て

は

ま
っ

て

こ

そ、

現

代
の

国
家
は

成
立
す
る

の

で

あ
っ

て、

年
々

時
々

刻
々

と

環
礁
や

島
の

形

状
が

変
化
す
る

領
土
を

持
つ

モ

ル

デ
ィ

ヴ
で

は
、

植
民
地

時
代
を

含
め

古

来

「

国
」

と

見
な

さ
れ
て

い

た

の

は

隈
定
的
な

エ

リ
ア

で

は

な
か

っ

た

か

と

推
測
に

難
く
な

い
。

こ

う
し

た
事
情
も

手
伝
い
、

モ

ル

デ
ィ

ヴ

仏
教
へ

の

着
手
が

困
難
だ
っ

た
と

思
わ
れ

る
。

　一

般
的
な

見
方
で

は
、

近

年
ま

で

の

諸
事
情
に

拠
る

仏
跡
へ

の

無
理
解
が
、

放
置
・

倒
壊
に

つ

な
が

っ

て

い

る
。

現
在
南
漸
す
る

仏
教
と
し
て

モ

ル

デ
ィ

ヴ
が

最
南
端
で

あ
る

。

し
か

し

更
に

南
下
し
て

U
貯
晦
oO

黝

需
 

島
を

含
む

環
礁
エ

リ

ア

は
イ

ギ
リ
ス

領
の

軍
事
基
地
と
し
て

活
用
さ
れ
て

い

て

民
間
人
は
入
れ

な
い

が
、

可

能

性
と

し
て

仏
教
遺
跡
が

有
る
（
有
っ

た
）

と

考

え
て

も

良
い

。

本
発
表

は、

こ

の

南
漸
し

た

仏
跡
の

存
在
を

確
認
の

意
味
で

開

陳
す
る

こ

と

を

目

的
と

し
て

い

る
。

以
前
よ
り

遺
跡
の

大
ま
か

な

情
報
は
得
て

い

た

が
、

条

件
が

整
い

二

〇

〇
八

年
四

月
「

世
界
宗
教
探
査

隊
」

と

称
し、

合
計
五

人

の

真
言
宗
僧
侶
と

共
に

現
地
力

ー

シ

ド
ゥ

島
（
北
マ

ー
レ

環

礁
以

北
に

位

置）

へ

向
か
っ

た
。

モ

ル

デ
ィ

ヴ
は

＝

五
三

年
以

来
回
教
と

し
て

今
日

ま

で

至

っ

て

い

る
。

つ

ま

り
、

そ

の

年
以

前
ま

で

は

仏

教
が
根
付
い

て

い

た
。

モ

ル

デ
ィ

ヴ
仏

教
の

嚆
矢
は

諸
説

有
り

未
詳
で

あ
る

が、

モ

ル

デ
ィ

ヴ
の

公
用
語
∪

ぼ
く
 

ぼ

語
が

曽

酵
巴
帥

語
か

ら

派
生
し

た

と
い

う

指
摘

を

鑑
み

れ
ぼ
、

「

U
三
く
ゆ

三

語
の

生

成
過

程
」

と

「

モ

ル

デ
ィ

ヴ
・

ス

リ

ラ

ン

カ

の

文
化
交
流
」

と
が

並

列
的
に

考
慮
さ

れ

て

良
い

。

ま

た
仏
足
石

が
あ
る

こ

と

（
モ

ル

デ
ィ

ヴ

国
立

博
物

館
所
蔵）

か

ら
、

仏
像
の

発
生
期

前
後
の

仏
教
も

伝
わ
っ

て

い

た
こ

と
も

推
察
で

き
る

、

た

だ、

こ

こ

に

は

イ
ン

ド

仏
教
と

同
時
的
に

教
義
の

流
れ
が

あ
っ

た
の

か
、

ま

た

「

流
れ
」

と

言
う
よ
り
も

各
種
の

教
義
単
位
が

受
容
さ
れ
て、

十
二

世
紀
ま

で

続
い

た
の

か

は

未
詳
で

あ
る

。

こ

の

国
に

仏
教
を
伝
え
た

と

す

る
ス

リ

ラ

ン

カ

で

は
、

一
一

五

三

年
〜
一
】

八

六

年
、

勹

費
募
蕁
8
節

しd

聾
＝

一

と

い

う

王

が

自
国
ス

リ
ラ

ン

カ

を
統
治
し

て

い

た
。

モ

ル

デ

ィ

ヴ

で

は
｝
〕

五

三

年
イ

ス

ラ

ー

ム

に

改
宗
さ

れ

た
。

こ

の

両
年
代
の
］

致
は

偶
然
か

も
し

れ

な
い
。

こ

の

カ

ー

シ

ド

ゥ

島
は

他
の

環
礁
と

は
独
立

し

た

位
置
に

有
り、

モ

ル

デ
ィ

ヴ
の

中
で

も

五

番
目
の

大
き

さ

を

誇
り

、

応
分
の

経
済
状
況
が

有
っ

た

も
の

と
考
え
ら

れ

る
。

現
在
遺
跡
は

町
の

外
れ

の

森
林
に

放

置
さ

れ
て

い

る

状
態
で

あ
る

。

一

応
今
は

五

入
の

ス

タ
ッ

フ

体
制
で
一

人
月
約

三

万

円
の

手
当
て

を
以
て

管
理
し
て

い

る

と

当
局
か

ら

の

報
告
が

あ
る
。

少
な
く
と

も
人
件
費
だ
け
で

年
間
約
百
八

十
万
円
の

予

算
が、

こ

の

遺
跡

に

充
て

ら

れ
て

い

る
こ

と
に

な
る

。

一

九
九
六

年
に

調
査
し
た

ミ

ッ

ケ

ル

セ

ン

の

レ

ポ
ー

ト

（
昏
Φ

2p

口
o
冨

巴

09

冖

尽

喘

o
吐

ζ
寓
摩q
¢

尻
鉱
o

窪
蹴

頴一
m
叶

o
ユ
o

巴

図
Φ

ω

 

碧
9
卜。

O
¢

O

宮
》
い

国）

で

は、

放
射

性
炭
素
式
年
代
測

定
法
で

遺

跡
の

状
況
を

報
告
し
て

い

る

が
、

個
々

の

遺
跡
自
体
の

大
き

さ

に

つ

い

て

は

大
雑
把
で

あ
る
。

因
み

に

入
が

出
入
で

き
た

で

あ
ろ

う
程
の
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大
き

さ

の

堂
宇
（
ほ
ぼ
正

方
形）

一

つ

の

石

製
の

基
礎
の

大
き

さ

は、

お

よ
そ
一

辺

四
・

五

メ

ー
ト

ル

で

あ

り
上

り
口

の

小
さ

い

段
が

南
側
（

幅
七

〇
セ

ン

チ
）

と

北
側
（
幅
一

二

〇
セ

ン

チ）

に

位
置
し

て

い

る
。

こ

の

デ

ー

タ
は

先
の

レ

ポ

ー
ト

に

は

無
く、

南
側
の

段
も

図
か

ら

省
か

れ
て

い

る
。

菩
提
樹
と

お

ぼ
し
き

大
木
が
、

境
内
南
側

中
央
に

位
置
し

、

そ

の

北

端
に

は

浅
い

井
戸
の

様
な

水
（
塩
水
か）

を

扱
う

施
設
が

あ
る

。

こ

の

境

内
は

、

草

木
が
伐
採
さ
れ

て

見
ら
れ
る

範
囲
で

長

方
形
・

約
四

百
坪
く
ら

い

は

あ
ろ

う。

一

行
は、

僧
侶
で

あ
る

為
こ

こ

で

（

一
【

五

三

年
以
来
初

め

て
）

法
楽
を
（
灯

明
と

線
香
を
以
て）

捧
げ
た

。

回

教
徒
の

地
な

の

で

旅
行
会
社
は

こ

う
し
た

宗
教
行
為
は

勧
め

な

か

っ

た
。

し

か

し
な

が
ら

、

ト

ラ

ブ
ル

が

無
か

っ

た

事
を
付
記
し
て

お

く
。

ア

ウ

グ

ス

テ
ィ

ヌ

ス

時
代
の

　

　
　
マ

ニ

教
徒
の

自
己
理
解
に

つ

い

て

山

　
田

　
庄

太

郎

　

本
発
表
の

目
的
は、

ア

ウ

グ
ス

テ

ィ

ヌ

ス

研
究
の

立
場
か

ら、

彼
の

著

作
『

フ

ァ

ウ

ス

ト
ゥ

ス

駁
論
』

を
基
に、

四

世
紀
末
か

ら
五
世

紀
初
頭
に

活
躍
し
た

属
州
ア

フ

リ
カ

の

マ

ニ

教
教

師
フ

ァ

ウ

ス

ト
ゥ

ス

を

例
と

し

て、

当
時
の

マ

ニ

教
徒
の

自
己
理
解
の
一

端
を

明
ら

か

に

す
る

こ

と

に

あ

っ

た
。

　

既
に

須
永
梅
尾
は
そ
の

試
論
的
論
文
に

於
い

て
、

五

世
紀
以
後

、

属
州

ア

フ

リ

カ

で

マ

ニ

教
が

キ

リ
ス

ト

教
的
異
端
へ

と

転
じ

教
勢
を

減
じ

て

い

く
歴

史
的
事
実
を

指
摘
し

、

そ

の

歴
史

的
転
換
点
を
フ

ァ

ウ

ス

ト

ゥ

ス

の

時
代
に

位
置
づ

け
て

い

る
。

我
々

は

こ

の

須
永
の

指
摘
を
念
頭
に
、

フ

ァ

ウ

ス

ト
ゥ

ス

の

思
想
を

新
た
に

そ

の

セ

ク

ト
論
か

ら
捉
え

、

マ

ニ

教
の

キ

リ

ス

ト

教
化
の

過

程
に

関
し
て
→

つ

の

示

唆
を

提
示

す
る

こ

と

を
試
み

た
．

議
論
は

以
下
の

三

つ

の

部
分
に

分
か

た

れ

る
。

　

第
一

に

我
々

は

予
備
的
考

察
と
し
て

、

フ

ァ

ウ

ス

ト
ゥ

ス

の

三

つ

の

律

法
の

概
念
に

つ

い

て

考
察
を
加
え
た

。

フ

ァ

ウ

ス

ト

ゥ

ス

は
、

真
の

教
え

が

歴
史
の

初
め

か

ら
継
続
し
て

き
た
こ

と、

従
っ

て

旧
約
の

伝
統
の

内
に

も

義
人
が

見
出
さ

れ
う
る

こ

と、

ま
た

そ
れ

故
に

旧
約
は

全

面
的
に

拒
絶

さ

れ

る

必
要
は

な

く
彼
の

言
う

「

真
理
」

に

合
致
す
る

も
の

は
受
容
し

う

る

こ

と
、

の

三

点
を

認
め

る
。

従
っ

て

彼
に

と
り

旧

約
聖
書
の

否
定
は

、

部
分
的
な
も
の

に

留
ま

る
。

　

第
二

に

我
々

は

彼
の

セ

ク

ト

論
を

論
じ
た

。

彼
は
セ

ク

ト
を
「

他
の

者

達
と

全
く
異
な

る

見
解
を

抱
き

、

自
ち

と

異
な
り

ま
た

全
く
類
似
し

て

い

な
い

儀
礼
に

よ

っ

て

神
性
を

敬

う
こ

と

を

確
立

す
る

」

も
の

と

規
定
す

る
。

こ

の

定
義
に

従
い
、

彼
は

異
教
徒
と

マ

ニ

教
徒
が

異
な

る

セ

ク

ト

に

属
す
る

事
を
明
ら

か

に

す
る

。

と

い

う
の

も

前
者
が

善
と

悪
と

に

「

単
一

の

原
理

旨

8
贄
〇

三
叫
」

を
措

定
す
る

の

に

対
し

、

後
者
は

神
を

善
の、

質

料
を

悪
の

原
理
と

し
て

看

做
す
か

ら

で

あ
る

。

こ

の

「

単
一

の

原
理
」

の

観
念
を、

カ

ト
リ
ッ

ク

と
ユ

ダ
ヤ

數
は

異
邦
人

達
か

ら

そ

れ

ぞ
れ

分
か

れ
る

時
に

引
き

継
い

だ

と

フ

ァ

ウ
ス

ト

ゥ

ス

は

主

張
す
る

。

従
っ

て

彼
に

よ

れ
ば、

真
理
の

セ

ク
ト

と

誤
謬
の

セ

ク

ト

と

い

う
た
だ
二

つ

の

セ

ク
ト

の

み

が

存
在
す

る

の

で

あ

り
、

彼
は

前
者
に

マ

ニ

教
を、

後

者
に

異
邦
人

の

宗
教
と、

そ
こ

か

ら
生
じ

る

諸
シ

ス

マ

を

位
置
づ

け
る

の

で

あ
る

。

　
第
三

に

我
々

は
、

上
述
二

つ

の

議
論
を
基
に

フ

ァ

ウ
ス

ト

ゥ

ス

の

マ

ニ
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